
【注意】
・この一覧は許可の可否を判断する際に用いるものではなく、許可の可否については、条例や規則、開発審査会等によって判断することになります。
・農地については、農地転用の許可や農振農用地区域からの除外ができなければ、開発行為や建築ができないことはこれまでと同様です。
・立地基準や技術基準により４ｍよりも広い道路幅員が求められる場合があります。
・建築基準法上の接道要件など、他法令で必要とされる規定を満たさなければ、建築物の建築ができない場合があります。
・その他立地基準の詳細については別途条例や規則、開発審査会提案基準等で定めています。

立地基準 特定エリア 土地の要件 接道の要件 立地基準の定め方

住居系 ・戸建住宅

・既存集落内もしくは大規模指定集落内（集落内からの連たんは一回

に限り可能）とする。ただし、大篠小校区を除く。

・原則として都市計画法施行令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこととする。

・地目が、平成２９年

１月１日時点（登記

日）において宅地・雑

種地に限る。

南国市条例

商業系

・延床６００㎡以内、開発区域２，０００㎡以内の

 小売業・飲食業に該当する店舗（コンビニは除く）

 （許可対象業種は都市計画法第３４条第１号店舗に準ず

る）

・既存集落内もしくは大規模指定集落内（集落内からの連たんは一回

に限り可能）とする。ただし、大篠小校区を除く。

・原則として都市計画法施行令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこととする。

・エリア外からの農地の連たん箇所を除く。

・平成２９年１月１日

以降に圃場整備された

農地（圃場整備の事業

計画が決定された農地

を含む）を除く。

・幅員５ｍ以上確保されている道路に接する

こと。
南国市条例

住居系
・戸建住宅（開発審査会提案基準第２３号のとおり。高知大

学医学部の常勤職員に限る。）

・開発審査会提案基準第２３号のとおり

・原則として都市計画法施行令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこととする。

住居系

・開発区域３０００㎡未満の共同住宅及び⾧屋住宅

（開発審査会提案基準第２３号のとおり。入居者は、高知大

学医学部職員（常勤職員及び非常勤職員）及び高知大学医学

部学生に限る。）

・幅員が４ｍ以上確保されている道路に接す

ること。ただし、開発行為を伴わず、かつ市

⾧が周辺の土地利用等に照らして支障がない

と認めた場合を除く。なお、店舗を併せもつ

場合は幅員が５ｍ以上確保されている道路に

接すること。

商業系 ・宿泊施設（開発審査会提案基準第２３号のとおり）
・幅員５ｍ以上確保されている道路に接する

こと。

商業系 ・居酒屋等（開発審査会提案基準第２３号のとおり）
・幅員５ｍ以上確保されている道路に接する

こと。

商業系

・延床３，０００㎡以内の小売業・飲食業に該当する店舗

（広域災害拠点病院である医学部附属病院と災害時における

物資供給の協定等を結ぶ場合は延床１０，０００㎡以内まで

可とする）(許可対象業種は都市計画法第３４条第１号店舗

に総合スーパーを加えたものとする)

・幅員５ｍ以上確保されている道路に接する

こと。

高知県開発審査会

提案基準第23号

（ただし延床3,000㎡超

は開発審査会一件審査）

既存建築物の用途

変更

（空き家の活用）

住居系

・戸建住宅（既存建築物が合法的な建築物であることや、１

０年以上適正に使用、もしくはやむを得ない理由があること

など一定の基準を設ける。）

・なし 南国市条例

インター

チェンジ

周辺エリア

工業

流通系

など

・製造業、運輸業、卸売業の建築物

（開発区域１０，０００㎡未満）

・周辺の土地利用に照らして支障のある業種を除く

・準工業地域内に建築してはならない建築物を除く など

・インターチェンジ（ＩＣ）から概ね半径１ｋｍの区域（高知龍馬空

港ＩＣについては、ＩＣから概ね半径１ｋｍ、かつ国道道路境界から

１００ｍの区域）

・原則として都市計画法施行令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこととする。

・平成２９年１月１日

以降に圃場整備された

農地（圃場整備の事業

計画が決定された農地

を含む）を除く。

・幅員５ｍ以上確保されている道路に接する

こと。

高知県開発審査会

提案基準第２３号

用途（黄・・住居系、青・・商業系、緑・・工業、流通系など）

令和８年５月１日～

【別表１】

集落拠点

周辺エリア

高知大学

医学部周辺

エリア

・平成２９年１月１日

以降に圃場整備された

農地（圃場整備の事業

計画が決定された農地

を含む）を除く。

高知県開発審査会

提案基準第２３号

・高知大学医学部から道のりが概ね２ｋｍ以内の区域、かつ既存集落

内もしくは大規模指定集落内（集落内からの連たんは一回に限り可

能）とする。

・原則として都市計画法施行令第８条第１項第２号ロからニまでに掲

げる土地の区域を含まないこととする。

南国市 新立地基準一覧


